
○ 平成１４年度に一時保護委託制度を創設。

○ 平成１９年度における一時保護委託人数は、３，750人(被害女性1,661人、同伴
家族2,089人)、女性本人の平均在所日数１４．３日となっている。（ＤＶ以外を含む）

○ 一時保護の委託契約施設については、平成２０年４月１日現在で261施設。

○ 平成１４年度に一時保護委託制度を創設。

○ 平成１９年度における一時保護委託人数は、３，750人(被害女性1,661人、同伴
家族2,089人)、女性本人の平均在所日数１４．３日となっている。（ＤＶ以外を含む）

○ 一時保護の委託契約施設については、平成２０年４月１日現在で261施設。

ＤＶ被害者の一時保護委託（契約施設数）

(注１) 母子生活支援施設を除く。
(注２) （ ）内は、平成19年4月1日現在
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ＤＶ法第３条第４項に基づく一時保護の委託契約施設数（平成２０年４月１日現在）

210

SSUEU
新規スタンプ




